
指定構造計算適合性判定機関票 
この標識は、指定構造計算適合性判定機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。 

指 定 の 番 号 鹿児島県知事 第１号 

指 定 の 有 効 期 限 令和 4 年５月２９日から令和 9 年５月２８日まで 

機 関 の 名 称 公益財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター 

主たる事務所の住所  鹿児島県鹿児島市新屋敷町 16 番 228 号 
 電話番号 099（224）4549 

代 表 者 氏 名 理事⾧ 高崎 智幸 

業 務 区 域   鹿児島県の全域 

委 任 都 道 府 県 知 事  鹿児島県知事 

取 り 扱 う 建 築 物 

１ 構造計算適合性判定を要する全ての建築物（ただし、当セ
ンターにおいて再計算ができない大臣認定プログラムに
より構造計算されているものを除く。） 

２ 当センターに対してされた確認の申請に係る建築物の計
画について、判定は行わない。 

３ 当センターの判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすお
それがある者が関与する建築物について、判定の業務を行
わない。 

 


